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佐久広域連合告示第３号 

 

平成２５年佐久広域連合議会第１回定例会を次のとおり招集する。 

 

平成２５年３月１４日 

 

 

 

 

 

                              佐久広域連合 

                              広域連合長  栁 田 清 二 

 

１ 期  日 平成２５年３月２５日（月）午後１時００分 

 

２ 場  所 佐久広域連合議場（講堂） 

 

 

 



－ 2 － 

○応招・不応招議員 

 

応招議員（２１名） 

    １番  清 水 清 利 君        ２番  柳 沢 乃ぶ子 君 

    ３番  中 村 嘉 男 君        ４番  中 澤 兵 衛 君 

    ５番  有 坂   章 君        ６番  柳 澤 重 也 君 

    ７番  三 浦 正 久 君        ８番  佐 藤 悦 生 君 

   １０番  佐 藤 二三雄 君       １１番  由 井 美 成 君 

   １２番  大 村 公之助 君       １３番  中 島 常 夫 君 

   １４番  木 次 孝 茂 君       １５番  今 井 邦 三 君 

   １６番  小 林   武 君       １７番  大 林 義 博 君 

   １８番  荻 原 宗 夫 君       １９番  内 堀 恵 人 君 

   ２０番  笹 沢   武 君       ２１番  瀧 澤 壽美雄 君 

   ２２番  箕 輪 修 二 君 

 

不応招議員（ １名） 

    ９番  高 橋 良 衛 君 
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平成２５年佐久広域連合議会第１回定例会 

平成２５年３月２５日（月曜日） 

 議 事 日 程 （第１号） 

 

    開会宣告 

    仮議席の指定 

    諸般の報告 

    新議員紹介 

第 １ 議長の選挙 

第 ２ 議席の指定 

第 ３ 会議録署名議員指名 

第 ４ 会期決定 

第 ５ 常任委員会委員の選任 

第 ３ 議案上程、連合長招集あいさつ、議案総括説明 

    議案第 １号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に 

           ついて 

    議案第 ２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）について 

    議案第 ３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）について 

    議案第 ４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）について 

    議案第 ５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）につ 

           いて 

    議案第 ６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第３号）について 

    議案第 ７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第３号）につい 

           て 

    議案第 ８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算について 

    議案第 ９号 平成２５年度佐久広域消防特別会計予算について 

    議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算について 

    議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計予算について 

    議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算について 

    議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算について 

第 ７ 一般質問 

第 ８ 議案質疑 

第 ９ 議案委員会付託 
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    （休憩） 

第１０ 付託議案の委員長報告、質疑・討論・採決 

第１１ 追加議案上程・説明・質疑・討論・採決 

    議案第１４号 佐久広域連合議会会議規則の一部を改正する規制の制定について 

    議案第１５号 佐久広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 閉会宣告 
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出席議員（２１名） 

    １番  清 水 清 利 君        ２番  柳 沢 乃ぶ子 君 

    ３番  中 村 嘉 男 君        ４番  中 澤 兵 衛 君 

    ５番  有 坂   章 君        ６番  柳 澤 重 也 君 

    ７番  三 浦 正 久 君        ８番  佐 藤 悦 生 君 

   １０番  佐 藤 二三雄 君       １１番  由 井 美 成 君 

   １２番  大 村 公之助 君       １３番  中 島 常 夫 君 

   １４番  木 次 孝 茂 君       １５番  今 井 邦 三 君 

   １６番  小 林   武 君       １７番  大 林 義 博 君 

   １８番  荻 原 宗 夫 君       １９番  内 堀 恵 人 君 

   ２０番  笹 沢   武 君       ２１番  瀧 澤 壽美雄 君 

   ２２番  箕 輪 修 二 君 

 

欠席議員（ １名） 

    ９番  高 橋 良 衛 君 
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説明のため出席した者 

 

広 域 連 合 長 

（佐久市長） 

 

栁 田 清 二 君 

 代 表 

副広域連合長 

（小諸市長） 

 

栁 田 剛 彦 君 

代 表 

副広域連合長 

（川上村長） 

 

藤 原 忠 彦 君 

 代 表 

副広域連合長 

（軽井沢町長） 

 

藤 巻   進 君 

副広域連合長 

（小海町長） 
 新 井 寿 一 君 

 
副広域連合長 

（南牧村長） 
 菊 池 幸 彦 君 

副広域連合長 

（南相木村長） 
 菊 池 毅 彦 君 

 
副広域連合長 

（北相木村長） 
 井 出 玄 明 君 

副広域連合長 

（佐久穂町長） 
 佐々木 定 男 君 

 
副広域連合長 

（御代田町長） 
 茂 木 祐 司 君 

副広域連合長 

（立科町長） 
 小宮山 和 幸 君 

 
監 査 委 員 

 
萩 原   茂 君 

会 計 管 理 者  上 原 健 吾 君 
 

事 務 局 長 
 
笠 原 昭 夫 君 

消 防 長  工 藤 博 隆 君 
 

福 祉 課 長  高 地 利 重 君 

食 肉 流 通 

センター所長 
 土 屋 克 巳 君  

成年後見支援 

センター所長 
 本 田 喜久利 君 

勝 間 園 所 長  倉 根   徹 君  清 和 寮 寮 長  徳 野   力 君 

消 防 本 部 

総 務 課 長 
 小井土 公 明 君  

消 防 本 部 

予 防 課 長 
 丸 山 友 一 君 

消 防 本 部 

警 防 課 長 
 岡 部 正 和 君  

消 防 本 部 

通信指令課長 
 油 井 明 男 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

議会事務局 

 

事 務 局 次 長  上 原 長 男  
事 務 局 

庶 務 係 長 
 平 島 郁 勇  
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   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会宣告 

（午後 １時００分） 

○副議長（木次孝茂君）  副議長の木次でございます。 

  小諸市において、議会構成の改選が行われましたので、ただいま議長が欠員となっております。

議長が選出されるまでの間、議長の職務を行います。 

  それでは、ただいまから、平成２５年佐久広域連合議会第１回定例会を開会いたします。 

  現在までの出席議員は２０名であります。定足数を超えておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

  ９番、高橋良衛君、所用のため、本日の会議に欠席する旨の届けが出されておりますので、御承

知願います。 

  また、３番、中村嘉男君、所用のため、本日の会議に少しおくれる旨の届けが出されております

ので、御承知願います。 

  例月出納検査結果報告書が提出され、お手元に配付いたしてありますので、ごらん願います。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎仮議席の指定 

○副議長（木次孝茂君） 議事進行上、仮議席を指定いたします。 

  新たに選出されました、連合議員の仮議席は、ただいま御着席の議席といたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎傍聴及び報道許可 

○副議長（木次孝茂君） 本会議、傍聴のため申し込みがございますので、これを許可してあります。

また、報道機関及び広報取材のため申し込みがあり、これを許可してありますので、御承知願いま

す。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

○副議長（木次孝茂君） 諸般の報告を行います。 

  お諮りいたします。本件につきましては、印刷してお手元に配付いたしてありますので、ごらん

願うことにして、朗読は省略いたしたいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（木次孝茂君） 御異議なしと認めます。 

  よって、朗読は省略いたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎新議員紹介 

○副議長（木次孝茂君） 新議員の紹介をいたします。 

  新議員は、小諸市議会議長、清水清利君、小諸市議会議員、中村嘉男君、以上の２名であります。 

  ここで、新たに連合議員になられた皆さんから御挨拶をお願いいたします。 

  最初に、小諸市議会議長、清水清利君、登壇願います。 

                〔１番 清水清利君登壇〕 

○１番（清水清利君） 清水清利でございます。このたびの小諸市議会の改選により、後期議長とな

り、佐久連合議会の連合議員として入りましたけれども、よろしくお願いいたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第１ 議長の選挙 

○議長（清水清利君） 日程第１、これより議長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりたいと

思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（木次孝茂君） 御異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法は、副議長において指名することにいたしたいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（木次孝茂君） 御異議なしと認めます。 

  よって、副議長において指名することに決しました。 

  議長に、清水清利君を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま、副議長において指名いたしました清水清利君を議長の当選人に定

めることに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（木次孝茂君） 御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました清水清利君が議長に当選されました。 

  議長に当選されました清水清利君が議場におられますので、本席から会議規則第３２条第２項の

規定により、告知いたします。 

  ここで、議長に当選されました清水清利君から議長就任の御挨拶をお願いいたします。 
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○議長（清水清利君） ただいま御推選により連合議会の議長に当選をさせていただきました、小諸

市議会議長の清水清利です。前任別府福雄議長の在任期間ということで、その任に着かせていただ

きますけれども、よろしく御協力、御支援のほうをお願いいたします。 

○副議長（木次孝茂君） 以上で、職務は終了いたしました。御協力ありがとうございました。 

  ここで、議長の交代をお願いいたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議席の指定 

○議長（清水清利君） 日程第２ 議席の指定を行います。 

  会議規則第４条の規定により、議長において、指定いたします。 

  １番、私、清水清利、３番、中村嘉男君、以上のとおり、指定いたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第３ 会議録署名議員指名 

○議長（清水清利君） 日程第３ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、２番、柳沢乃ぶ子君、４番、中沢兵衛君の

２名を指名いたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第４ 会期決定 

○議長（清水清利君） 日程第４ 会期の決定を議題といたします。 

  本定例会の会期につきましては、２月２１日に議会運営委員会が開かれ、御協議願っております

ので、その結果を委員長から御報告願います。 

  議会運営委員長、柳沢君。 

○議会運営委員長（柳沢乃ぶ子君） 議会運営委員会の報告をいたします。 

  去る２月２１日、佐久広域連合議会第１回定例会の会期及び日程等について、議会運営委員会を

開催し、協議いたしましたので、その結果を報告いたします。 

  本定例会に提出されます議案は、連合長から条例案１件、予算案１２件の計１３件でありまして、

私から、追加議案として２件提出しております。 

  また、議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。 

  会期につきましては、皆さんの御協力を得まして、本日１日間といたしたいと思います。よろし

くお願いいたします。なお、一般質問の通告者はおりません。 

  以上、議会運営委員会の会議結果につきまして、御報告いたしました。 

○議長（清水清利君） お諮りいたします。 

  本定例会の会期につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間といたしたいと思い

ます。 
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  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第５ 常任委員会委員の選任 

○議長（清水清利君） 日程第５ 常任委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  欠員となっております、常任委員会委員の選任につきましては、佐久広域連合議会委員会条例第

８条第１項の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに、御異議ございませ

んか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名いたします。 

  総務委員会委員に、私、清水清利、社会文教委員会委員に、中村嘉男君、以上のとおり、それぞ

れ指名したいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれの常任委員会委員に選任することに決定い

たしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第６ 議案の上程 

○議長（清水清利君） 日程第６ 議案の上程をいたします。 

  連合長から、条例案１件、予算案１２件の計１３件が提出されております。 

  議案第１号から議案第１３号までの１３件を一括上程いたします。 

  次に、連合長から、招集挨拶並びに議案の総括説明を求めます。 

  連合長、栁田君。 

                〔広域連合長 栁田清二君登壇〕 

○連合長（栁田清二君） 皆さん、御苦労さまでございます。 

  招集の御挨拶を申し上げます。 

  本日ここに、平成２５年佐久広域連合議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には、御参集いただき、議会が開会できましたことを厚く御礼申し上げます。 
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  議案の総括説明を申し上げます前に、佐久広域連合の最近の運営状況につきまして、３点申し上

げます。 

  １点目として、「佐久医療センターへの財政支援」について申し上げます。 

  去る２月２１日、２３日の信濃毎日新聞朝刊に、佐久医療センターに対する上田地域広域連合に

よる財政支援に係る記事が掲載されました。その内容は、２月２２日に閉会した上田地域広域連合

議会による、平成２５年度ふるさと市町村圏基金特別会計予算として、佐久医療センター建設への

財政支援額３億４，０００万円が可決されたとのことでございました。しかしながら、佐久広域連

合長として、正式なお話はまだお聞きしておりませんことから、この金額決定に至るまでの経過に

つきましては、何も承知していないところであります。当方からの財政支援要請につきましては、

平成２３年１２月に私が上田地域広域連合に伺いまして、母袋連合長に対し、要請書を提出させて

いただいた経過がございます。こうした経過を踏まえますと、今後、上田地域広域連合から正式に

御説明があるものと承知をしております。 

  なお、この金額が最終決定であるとすれば、佐久広域連合としてお願いした額、７億円の半額に

も至らないことから、大変残念な結果であると言わざるを得ません。 

  また、当方における要請に当たっては、佐久医療センターにおける入院患者数等の推計を基準に、

明確な根拠をもって要請したものでありますことから、決定金額の積算根拠についても、改めて説

明を求めたいと考えております。 

  ２点目として、今年度実施しました「佐久地域観光意向調査」「観光動態調査」について申し上

げます。 

  北陸新幹線の金沢延伸、中部横断自動車道（仮称）八千穂インターチェンジまでの開通は、佐久

地域全体の大きな転換期と考えられます。また、軽井沢高原には年間８００万人余りの観光客が訪

れておりますが、軽井沢と佐久地域全体の広域観光連携の必要性は、これまでも「古くて新しい問

題」と言われているところでございます。これらを踏まえ、この調査は、今後の広域観光施策の基

礎調査として実施したものであります。調査は、ＧＰＳにより軽井沢を中心とした佐久地域への流

入・退出経路や周遊に関する実態把握、佐久地域の観光資源に関する認知度、興味・関心に関する

意向調査を行いました。 

  今後は、消費者ニーズと客観的データを整理の上、ワークショップやシンポジウムを行い、地域

住民の皆さんも情報を共有しながら、新たな観光施策の展開を図ることで、佐久地域全体の交流人

口の創出、地域経済の活性化につながる対策を講じてまいりたいと考えております。 

  ３点目として、食肉流通センターの状況について申し上げます。 

  まず、運営状況でございますが、昨年２月に発覚いたしました協同組合信州ミートパッカー食肉

加工工場における国産牛肉偽装事件について、不正競争防止法違反として信州ハム株式会社からの

出向職員に対して、また、両罰規定が適用され、職員の管理責任のある信州ハム株式会社に対して、
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司法の場において判決が下されたところであります。事件発覚後、協同組合信州ミートパッカーの

ラベルが張られた商品の販売不振により、当センターを利用する荷の処理頭数が落ち込み、その影

響で非常に厳しい運営となっております。 

  次に、信州ハム株式会社及び協同組合信州ミートパッカーから、佐久広域連合に対して依頼があ

りました、「協同組合信州ミートパッカーの建物を有償による購入」の件でございますが、２月

１３日に３点を整理させていただきまして、回答をさせていただきました。 

  その内容は、１点目といたしまして、協同組合信州ミートパッカーの解散等については、佐久地

域の畜産振興に影響が出ないよう責任ある対応をとるとのお願い。２点目は、協同組合信州ミート

パッカーの建物を購入することができないこと。３点目は、屠場の利用促進「牛肉の輸出認定取

得」については、処理頭数の問題、解体ライン等を含め、対外的な責任等の多くの課題があること

から、当広域連合では、取得ができないことでございます。 

  今後は、当センターといたしましては、協同組合信州ミートパッカー建物の取り扱いについて、

信州ハム株式会社、協同組合信州ミートパッカーに対して、情報提供のお願いをするとともに、長

野県園芸畜産課、関係機関の皆様方と協議等を進める中で、その動向を注視してまいりたいと考え

ております。 

  また、今回の協同組合信州ミートパッカー事件から、当センターの「あり方」等が検討され、

１２月１０日に広域連合議会より、当センターの運営につきまして、中長期的な経営計画の策定に

ついての申し入れがございました。 

  この件につきましては、さきに、広域連合議会議員の皆様に御説明申し上げてございますが、当

センターの設立の経緯、課題、中長期的経営改善をまとめさせていただきました。今後、食肉処理

事業の健全な経営改善を推進するに当たり、構成市町村の畜産振興等を考慮する中で、事業の展開

に努めさせていただきたいと考えております。 

  なお、当食肉流通センターで屠畜されています長野県産の牛肉の放射能検査の状況でございます

が、平成２４年４月から３月８日までの状況は、２，２２６頭の検査が行われ、全て放射性セシウ

ムは検出されておりません。 

  以上、食肉流通センターの運営は大変厳しい経営状況が続いております。皆様の御理解と御協力

をお願いする中で、経営の改善に努めてまいりますので御理解をお願いいたします。 

  それでは、引き続きまして、議案の総括説明を申し上げます。 

  本日、定例会に提案いたしました議案は、条例案１件、予算案１２件の合わせて１３件でありま

す。 

  初めに、条例案１件について申し上げます。 

  佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、特別養護老人ホー

ム佐久広域老人ホーム徳花苑を、「社会福祉法人ハートフルケアたてしな設立発起人会」に無償譲
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渡し、長野県から平成２５年３月７日認可された「社会福祉法人ハートフルケアたてしな」が、平

成２５年４月１日以降、特別養護老人ホームの運営事業を行うことから、佐久広域老人ホーム徳花

苑に関する規定を削除しようとするものであります。 

  続きまして、予算案について申し上げます。 

  平成２４年度補正予算は、一般会計、５特別会計合わせて５，４７５万４，０００円を減額し、

総額を５０億１，８０８万５，０００円とするものであります。 

  歳入の主なものといたしましては、組織市町村分担金の減額、歳出につきましては、職員給与費

の減額及び事業費の確定見込み等による減額であります。 

  続きまして、平成２５年度一般会計予算及び５特別会計の当初予算案について、御説明申し上げ

ます。 

  一般会計、５特別会計の当初予算は、総額で６０億７，３７０万円となりまして、前年度と比較

しますと、額で１０億２，２２０万円の増、率にいたしまして２０．２％の増となっております。 

  歳出増額の主な要因といたしましては、一般会計では、地域医療再生対策事業費として、佐久総

合病院佐久医療センター施設等整備事業補助金の平成２５年度分であり、消防特別会計では、消防

救急無線デジタル化整備事業費、消防本部庁舎建設事業負担金、北部消防署庁舎整備事業費であり

ます。 

  以上、議案の概要について申し上げましたが、詳細につきましては、事務局長、消防長より説明

を申し上げますので、よろしく御審議をお願い申し上げまして、総括説明とさせていただきます。 

  以上です。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号の説明 

○議長（清水清利君） 議案第１号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） それでは、議案第１号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。 

  本案は、特別養護老人ホームである佐久広域老人ホーム徳花苑の建物を社会福祉法人ハートフル

ケアたてしな設立発起人会に無償譲渡し、長野県から認可された社会福祉法人が平成２５年４月

１日以降、特別養護老人ホームの運営事業を行うことから、佐久広域老人ホーム徳花苑に関する規

定を削除しようとするものでございます。 

  なお、附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 
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   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）

について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）に

つきまして御説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６７４万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４，６５６万７，０００円とするものでございます。 

  内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により、順次御説明を申し

上げます。 

  ４ページをお願いいたします。まず歳入より申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１分担金、目１広域行政分担金１，６７４万９，０００円の増額補正

は、市町村の分担金を見込むものであり、説明欄に整理してございますように、市町村により増減

額が生じております。それぞれ事業費の確定見込み等により市町村分担金を減額調整することとし

ておりますが、唯一立科町が増額となっております。 

  立科町の増額理由でございますが、これは老人ホーム徳花苑を新法人に無償譲渡することに伴い、

借入債を立科町が一括繰り上げ償還することに伴い、増額となるものでございます。 

  なお、それぞれの市町村別の分担金の詳細につきましては、１４ページの分担金表として整理を

してございますので、後ほどごらんをいただきたいというふうに存じます。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  続きまして、５ページ以降の歳出について申し上げます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費における補正額３３７万３，０００円の減額は、

職員の異動による給与費の減額によるもの。次の目２企画費におきましては、７６万５，０００円

の減額。これは事業費の確定により減額補正を行うものです。 

  次に、６ページをお願いいたします。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１介護認定審査会費では、３６７万５，０００円の減額、これ

は職員の人事異動による給与費の減額ほか、介護認定審査会の委員報酬等それぞれの事業確定見込

みによる減額。 

  次に、７ページの目２障害程度区分認定審査会費の１５２万２，０００円の減額は、職員の人事

異動による給与費の減額ほか、障害程度区分認定審査会委員報酬等それぞれの事業確定見込みによ
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る減額。 

  次に、８ページ、目３成年後見支援センター運営費では、１５１万７，０００円の減額。これは

給与費の確定見込みによる減額のほか、成年後見支援センター運営費における委員報酬等、事業確

定見込みによる減額でございます。 

  次に、９ページでございます。 

  目４障害者相談支援センター運営費の１３６万３，０００円の減額は、給与費の確定見込みによ

る減額、また障害者相談支援センター運営費における委員報酬ほか、それぞれ事業の確定見込みに

よる減額。 

  次に、１１ページでございます。 

  目５特別養護老人ホーム会計繰出金１４万９，０００円の増額補正は、特別養護老人ホーム４施

設における施設事務費の繰り出しによるもの。目６養護老人ホーム会計繰出金３万３，０００円は、

施設事務費として、勝間園への繰り出し。目７救護施設会計繰出金３万２，０００円は施設事務費

として清和寮に対する繰出金でございます。 

  ページをおめくりいただきまして、１２ページでございます。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目５食肉流通センター会計繰出金１６２万９，０００円の減額は、

工事請負費等の事業費の確定見込みにより、一般会計繰出金の減額。 

  次に、款５教育費、項１社会教育費、目１視聴覚ライブラリー費では、５万５，０００円の減額

をし、これは臨時職員賃金及び教材ビデオの購入費等の事業確定及び確定見込みによる減額。 

  次に、１３ページ、款６公債費、項１公債費、目１元金は３，０４３万３，０００円の増額、こ

れは徳花苑の建物を新法人に無償譲渡することに伴い、起債の繰出償還に伴う増額。目２利子は連

合債償還利子でございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）

について、説明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君） 議案第３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）につ

きまして、御説明を申し上げます。 

  お手元の佐久広域消防特別会計補正予算書の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  本案は、既定の予算から歳入歳出それぞれ３，８０６万５，０００円を減額し、歳入歳出の総額

を２３億３，１７３万２，０００円にしようとするものでございます。 
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  補正の内容につきまして、主なものを歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明申し上げます。 

  まず最初に、５ページの歳入でございますが、款１分担金及び負担金、項１分担金につきまして

は、歳出における事業費の確定及び確定見込み等によりまして、市町村分担金を

６，９０９万６，０００円減額しようとするものでございます。項２負担金は、長野県消防学校へ

教官として派遣している職員に対する県からの負担金６４４万円でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款４財産収入、項２財産売払収入は、小諸消防署の救急車及び救助工作車のインターネットオー

クションによる売り払い収入１５９万５，０００円であります。 

  款７繰入金につきましては、消防救急無線デジタル化整備基金及び消防指令センター建設事業に

伴う消防施設整備基金からの繰入金の増額と、旧南部消防署解体業務に係る南部消防署庁舎建設基

金からの繰入金の減額で、差し引き１，３８９万８，０００円の増額でございます。 

  款８連合債につきましては、消防救急無線デジタル化整備及び消防指令センター建設事業に係り

ます費用について、緊急防災減災事業債を活用したものでございますけれども、事業費の確定に伴

いまして、起債額を７６０万円増額するものでございます。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。８ページをお願いいたします。 

  初めに款１消防本部費につきましては、１，０９７万８，０００円の増額補正であります。増額

の主なものは、１３ページの消防本部消防指令センター建設費負担金が面積割合の確定により

１，８１４万２，０００円増額となるものでございます。 

  款２消防署費につきましても、職員手当支給見込みによる給与費の減額及び事業確定や確定見込

み等に伴いまして、減額補正をお願いするものでございます。項１小諸消防署費につきましては、

８７万４，０００円の減額をお願いするもので、職員手当の支給見込みによる給与費等の減額でご

ざいます。 

  １５ページをごらんいただきたいと思います。 

  項２佐久消防署費につきましては、５２８万４，０００円の減額をお願いするもので、一般管理

費では１６ページの１４節使用料及び賃借料、発信地表示システム使用料の確定による減額等でご

ざいます。 

  １８ページをごらんください。 

  項３軽井沢消防署費につきましては、１６６万６，０００円の減額をお願いするもので、１９ペ

ージの１８節備品購入費、半自動除細動器購入費の確定による減額等でございます。 

  ２０ページをお願いいたします。 

  項４北部消防署費につきましては、３，１６５万６，０００円の減額をお願いするもので、

２２ページの北部消防署庁舎整備事業費における測量設計業務委託料等の確定及び確定見込みによ

る１３節委託料の減額、また用地買収費の確定に伴う１７節公有財産購入費等の減額等でございま
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す。 

  ２３ページをごらんください。 

  項５川西消防署費につきましては、２８４万１，０００円の減額をお願いするもので、２５ペー

ジの川西消防署車両整備費における普通消防ポンプ自動車購入に伴います入札差金等による減額等

であります。 

  ２６ページをごらんください。 

  項６南部消防署費につきましては、５６４万３，０００円の減額をお願いするもので、２８ペー

ジの旧南部消防署解体事業費における解体業務委託料の確定による減額等であります。 

  ２９ページをごらんいただきたいと思います。 

  項６御代田消防諸費につきましては、１０７万９，０００円の減額をお願いするもので、３０ペ

ージの１８節備品購入費、半自動除細動器購入費等の確定による減額等でございます。 

  以上、御説明申し上げましたが、補正予算に伴いまして、組織市町村からの分担金も減額となり

ますことから、３１ページの各市町村の分担金を記載してございます。さらに、３２ページから

３７ページにかけまして、補正予算の給与費明細書を記載してございますので、後ほどごらんいた

だきたいと存じます。 

  以上、概要を御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上

げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第４号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算

（第３号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算

（第３号）につきまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをごらん願います。 

  本案は、第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２８８万９，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，９００万１，０００円とするものでございます。 

  補正に伴う主な内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説

明を申し上げます。 

  ４ページをお願いいたします。初めに歳入を申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金では、このたび１００万７，０００円を

増額するものであり、これは事務費及び生活費の確定見込みによる増額であり、次に款２サービス
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収入、項１介護給付費収入、目１居宅介護サービス費収入７７万９，０００円の減額、及び目２の

居宅介護サービス計画費収入９８万１，０００円の増額。これはそれぞれ利用実績に伴い増減を行

うものでございます。 

  続きまして、項２自己負担金収入、目１居宅介護サービス自己負担金収入１１万９，０００円の

減額は、利用実績による減額。 

  次に、５ページ、款４財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金５万３，０００円の増

額は、施設財政調整基金における証券運用による運用益の収入であり、次に款５寄附金、項１寄附

金、目１一般寄附金では、５９０万円の増額補正。これは勝間園養護老人ホーム入所者から寄附金

収入があったことによる増額。 

  次に、款６繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金では、９９６万５，０００円の減額。これは事

業費等の確定見込みにより組み戻しを行うものでございます。目２の一般会計繰入金

３万３，０００円の増額は、施設事務費としての繰入金となっております。歳入は以上でございま

す。 

  続きまして、６ページから記載の歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費では、６８万５，０００円の増額。これは職員の

人事異動による給与費の減額及びお亡くなりになった施設入所者が遺言により勝間園の預貯金の寄

附申し出があり、その預貯金の払い戻し請求等に伴う弁護士費用等事業費の確定による減額並びに

事業確定等による増減によるものでございます。 

  次に、７ページの目２施設費では、３２８万２，０００円の減額。これは利用実績による給食調

理業務委託料の減額のほか、２０節扶助費の入院患者日用品費を初め、介護サービス利用者負担金

加算費など、事業確定見込みにより減額をするものでございます。 

  次に、８ページ、目３訪問介護事業費における２８万８，０００円の減額は、職員の人事異動に

よる給与費等の増減によるもの。目４居宅支援事業費４，０００円の減額は、職員手当等の確定見

込みによる減額。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第５号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正

予算（第３号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第３号）につきまして、御説明申し上げます。 
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  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、第１条において歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０９６万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億３，７１７万９，０００円とするものでござ

います。 

  補正内容につきまして、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により、御説明を申し上

げます。 

  ４ページをお願いいたします。初めに歳入につきまして申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入、目１施設介護サービス収入では、

３，９２４万５，０００円の増額、及び目２居宅介護サービス費収入１，３３８万１，０００円の

減額は、ともに各施設における利用実績により増減を行うものでございます。 

  次に、５ページ下段にございます。項２自己負担金収入、目１施設介護サービス自己負担金収入

９７１万３，０００円の増額及び６ページの目２居宅介護サービス自己負担金収入３７万円の減額

は、各施設における利用実績の増減によるものでございます。 

  続きまして、款２財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金２３万円の増額は、財政調

整基金の証券運用による運用益収入の増額となるものでございます。 

  次、７ページをお願いいたします。 

  款３寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金の１万７，０００円は、施設入所者親族からの寄附金

でございます。 

  次の款４繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金における１４万９，０００円の増額は、施設

事務費としての繰入金。目２基金繰入金４，６６６万７，０００円の減額は、各施設のサービス収

入の増額及び施設運営費等の確定及び確定見込みによる減額により、各施設の財政調整基金の組み

戻しを行うものでございます。 

  次に、８ページの款７国庫支出金、項１国庫補助金、目１民生費国庫補助金では、１０万円の増

額。これは塩名田園における環境対応車の購入に伴う国からの補助金でございます。歳入は以上で

ございます。 

  次に、９ページからの歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１勝間園社会福祉施設費、目１施設介護サービス事業費

１，５０９万１，０００円の増額は、施設職員の人事異動による給与費の減額。また勝間園施設運

営費における１３節委託料の給食調理業務委託料や１０ページ、１８節の備品購入費等事業確定等

による減額。また、２５節積立金では、サービス費収入等の増額及び施設運営費の減額により財政

調整基金積立金に２，１６３万円の増額を行うものでございます。 

  次に、１１ページ、項２美ノ輪荘社会福祉施設費、目１施設介護サービス事業費

３２７万９，０００円の減額。これは職員の人事異動による給与費の減額、また施設運営費におけ
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る入所者の健康診断料を初め、１２ページの給食調理業務委託料や備品購入費等運営費の確定等に

よる減額。 

  なお、２５節の積立金は財政調整基金の証券運用による利子収入となっております。 

  次に、項３豊昇園社会福祉施設費、目１施設介護サービス事業費１７６万７，０００円の減額は、

職員の人事異動による共済費の増額、また施設運営費における入所者健康診断料を初め、１４ペー

ジの給食調理業務委託料や食堂改修工事等運営費の確定及び確定見込みによる減額によるものでご

ざいます。 

  また、１５ページの積立金は、財政調整基金の証券運用による利子収入によるものでございます。 

  次に、１５ページ、項４塩名田苑社会福祉施設費、目１施設介護サービス事業費

２，１００万９，０００円の減額は、職員の人事異動による給与費の減額や、１６ページの給食調

理業務委託料、１７ページの備品購入費等の確定による運営費の減額によるもの。 

  なお、２５節の財政調整基金積立金３万５，０００円の増額は、基金の証券運用による利子収入

増によるものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第６号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第

３号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第

３号）につきまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、第１条において歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，７９５万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，９２９万３，０００円とするものでござ

います。 

  補正内容につきましては、４ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により、御説明を申し

上げます。 

  ５ページをお願いいたします。歳入より申し上げます。 

  款２国庫支出金、項１国庫補助金、目１民生費国庫補助金では、１６０万３，０００円の減額と

するものでございます。これは清和寮体育室の耐震化工事にあわせてアスベストの除去工事を予定

しておりましたが、除去工事が必要ないことから減額とするものでございます。 

  次に、款６繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金１，３３８万５，０００円の減額は、事業費等
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の確定及び確定見込みにより、財政調整基金繰入金の組み戻しを行うものであり、目２一般会計繰

入金３万２，０００円の増額は、施設事務費としての繰入金。 

  款９連合債は、体育室の石綿対策事業の未実施により減額を行うものでございます。歳入につき

ましては、以上でございます。 

  続きまして、６ページからの歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費では、１，６５４万８，０００円の減額を行うも

のであり、これは職員の人事異動による給与費の減額のほか、一般管理費の事業確定見込み、また

７ページの１５節工事請負費における体育室耐震化・アスベスト工事等の減額によるものでござい

ます。 

  次の目２施設費１４０万８，０００円の減額は、８ページの消防設備保守委託料や備品購入費等

施設運営費の確定により減額を行うものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第７号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予

算（第３号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算

（第３号）につきまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  本案は、第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６２万９，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，４３１万３，０００円とするものでございます。 

  補正の内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により、御説明申し

上げます。 

  ４ページをお願いいたします。歳入より申し上げます。 

  款３繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金１６２万９，０００円は、施設運営費繰入金の減

額。歳入は以上でございます。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。 

  款１衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生費１６２万９，０００円の減額は、浄化槽１次スク

リーン改修工事等の事業確定により減額補正を行うものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎議案第８号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算について、説明

を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算につきまして、御

説明申し上げます。 

  予算書につきまして、お手元の議案書つづり、インデックスに議案１３と表示をしてございます

が、その後につづってございます。 

  それでは、予算書の４ページをお願いいたします。 

  本案は、第１条で平成２５年度佐久広域連合一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ

１９億１，５００万円と定めるものでございます。前年度と比較いたしますと、金額で

８億１，２００万円、率では７３．６％の増額予算となっております。 

  予算内容につきまして、７ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により御説明を申し上げます。 

  ９ページをお願いいたします。初めに、歳入について申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１分担金、目１広域行政分担金は、本年度予算額を

１８億３，６８１万６，０００円とし、前年度比７億９，６１９万１，０００円、率では

７６．５％増による予算を計上いたしました。 

  各市町村の分担金につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。また、各事業費別の市

町村分担金の詳細につきましては、３２ページに整理をしてございますので、後ほどごらんをいた

だきたいと存じます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  款２使用料及び手数料、項１使用料、目１衛生使用料では、５，７８９万円を計上いたしました。

火葬場使用料、また霊柩車使用料につきましては、前年度の火葬件数の実績を考慮し、歳入を見込

んでございます。 

  次に、１１ページの款３県支出金、項１県補助金、目１総務費県補助金では、本年度予算額

１，７４２万５，０００円を見込んでおります。これは観光を基軸とした交流人口創出プロジェク

トにおける広域観光振興推進事業として県の地域発元気づくり支援金として４１７万２，０００円

を見込むものであり、及び緊急雇用創出事業補助金１，３２５万３，０００円は、佐久地域の観光

情報等をラジオを媒体として情報発信するに当たり、重点分野雇用創出事業として広域観光推進事

業の実施を行います。そのための雇用者の賃金等経費補助を見込むものでございます。 

  次に、款４繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金１２７万６，０００円は、特別養護老人ホーム

塩名田苑及び食肉流通センターの起債償還に伴う減債基金からの繰入金。 
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  款５諸収入、項１雑入、目１雑入１５９万３，０００円は、保険事務手数料を始め、広域連合広

報誌への広告掲載手数料ほかを見込んだものでございます。歳入は以上でございます。 

  続きまして、１２ページからの歳出に移らせていただきます。 

  款１議会費では、前年度比７５．２％増の２６１万１，０００万円を計上いたしました。これは

連合議会の通年活動経費でございますが、主な増額の要因といたしまして、連合議会では、行政視

察研修を隔年で実施をしております。平成２５年度はその実施年であることから、予算措置を行う

ものでございます。 

  次に、１３ページをお願いいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費では、前年度比０．７％減となる

１億１，３６４万５，０００円を計上いたしました。これは福祉課職員及び成年後見支援センター

職員並びに障害者相談支援センター職員を除いた事務局職員給与費等の義務的経費及び人権同和研

修講師の謝礼、１４ページの１３節委託料における法律相談業務委託料、あるいは１５ページの

１４節使用料及び賃借料における広域連合事務所使用料等の経常経費を盛ったものでございます。 

  次に、１６ページの目２企画費では、前年度比９８．６％増の２，８１８万９，０００円を計上

いたしました。これは組織市町村職員人材育成事業の時局講演会等における講師謝礼、また広域連

合広報誌の印刷製本費、県の地域発元気づくり支援金を活用しての佐久地域観光意向調査委託料等

によるものでございます。 

  次に、１８ページの目３公平委員会費、及び項２選挙費、１９ページの項３監査委員費は、それ

ぞれの委員会における委員報酬等の所要額でございます。 

  続きまして、款３民生費、項１社会福祉費、目１介護認定審査会費は、前年度比２．１％減の

７，９１１万８，０００円を計上いたしました。これは職員給与費のほか、介護認定審査業務にお

ける１５合議体の審査会委員７５名の報酬ほか、２１ページの要介護認定支援システム使用料等の

所要額でございます。 

  次に、目２障害程度区分認定審査会費は、前年度比２２．６％減の７８３万７，０００円を計上

いたしました。これは職員給与費のほか、障害程度区分認定審査に係る２合議体１０名の委員報酬、

及び需用費等の所要額でございます。 

  次に、２２ページをお願いいたします。 

  目３成年後見支援センター運営費の本年度予算額は２，１６１万８，０００円とし、職員給与費

のほか成年後見支援センター運営協議会委員報酬のほか、需用費や役務費、また事務所使用料等の

通常経費でございます。 

  次に、２４ページの目４障害者相談支援センター運営費２，７８６万５，０００円は、職員給与

費のほか、２５ページの佐久圏域障害者自立支援協議会の委員報酬、あるいは障害者相談支援業務

委託料や、役務費、備品購入費、また事務所使用料等の通常経費を盛ったものでございます。 
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  次に、２６ページ、目５特別養護老人ホーム会計繰出金２，１７１万７，０００円につきまして

は、塩名田苑の建設時における起債償還に要する繰出金でございます。 

  続きまして、款４衛生費、項１保健衛生費、目１火葬場費は、前年度比１４万１，０００円増の

８，５２５万９，０００円を計上いたしました。施設運営に係る燃料費や光熱水費、また２７ペー

ジ、１３節の火葬業務委託料や霊柩業務委託料のほか、高峯苑・豊里苑の両火葬炉改修工事費等火

葬場の管理運営に要する経費でございます。 

  次に、２８ページの目２病院群輪番制運営費では、３，２２７万円を計上いたしました。これは

圏域住民の夜間、あるいは休日における救急患者、また重症患者の医療を確保するため、圏域内の

４病院に対する輪番制病院運営事業補助金でございます。 

  目３地域医療再生対策費１４億円は、佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業における補

助金。 

  ２９ページ、目４食肉流通センター会計繰出金では、前年度比７４１万３，０００円増の

８，９１９万４，０００円を計上いたしました。これは起債償還の元利、利子及び食肉流通センタ

ーの施設運営費繰出金でございます。 

  次に、款５教育費、項１社会教育費、目１視聴覚ライブラリー費では、４９０万２，０００円を

計上いたしました。これは臨時職員賃金及び教材備品充実のためビデオテープ、ＤＶＤ等備品購入

費のほか、ライブラリー運営経費の所要額を計上したものでございます。 

  ３０ページ、款６予備費５０万円は前年度と同額の計上。 

  ３１ページの公債費は、徳花苑にかかわります起債償還金が終了したことから、予算計上はござ

いません。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第９号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第９号 平成２５年度佐久広域連消防特別会計予算について、説

明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君） 議案第９号 平成２５年度佐久広域消防特別会計予算につきまして、御説

明を申し上げます。 

  お手元の予算書の４５ページをごらんいただきたいと思います。 

  本案は、第１条で平成２５年度佐久広域消防特別会計予算を前年度比９．９％増の

２６億２，９００万円にしようとするものでございます。 

  第２条では、債務を負担する行為をすることができる事項等を、４８ページの第２表のとおり、
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東北信デジタル化推進委員会負担金など、３項目につきまして、定めようとするものでございます。 

  第３条の地方債につきましては、歳入の予算の内容に合わせまして、御説明を申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

  第４条の一時借入金につきましては、最高額を１，０００万円に定めようとするものでございま

す。 

  第５条につきましては、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合の歳出予算の流用につきまし

て、あらかじめお認めをお願いするものでございます。 

  予算の内容につきましては、５０ページ以降の歳入歳出事項別明細書により、主な点のみを御説

明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。５２ページをごらんいただきたいと思います。 

  款１分担金及び負担金、項１分担金でございますが、前年度比較で２．３％の減、額で

５，３８２万５，０００円減の２２億８，３３８万４，０００円をお願いするものでございます。

各市町村分担金の内訳につきましては、右の説明欄にお示ししたとおりでございます。 

  次に、５４ページでございますが、款３国庫支出金でございます。 

  緊急消防援助隊登録車両でございます水槽付消防ポンプ自動車の更新に伴います国からの緊急消

防援助隊設備整備費補助金１，００９万１，０００円でございます。 

  ５５ページの款７諸収入は、団体生命共済の余剰金などのほか、単年度事業としまして、長野県

市町村振興協会からの大規模災害対応強化事業に対する助成金などで、１，２９８万１，０００円

を計上するものでございます。 

  次に、款８繰入金でございます。これは消防救急無線デジタル化整備基金及び消防施設整備基金

から、１億６，５２０万３，０００円を繰り入れようとするものでございます。 

  次に、５６ページ、款９連合債でございます。先ほどの第３条の地方債でございますけれども、

消防救急無線デジタル化整備及び消防指令センター設備整備に係ります経費につきまして、防災対

策事業債を活用するものでございます。 

  次に、歳出について御説明を申し上げます。５７ページをごらんいただきたいと思います。 

  最初に、款１消防本部費でございますが、前年度比７２．９％増、額で２億８，２８７万 

 １，０００円増の６億７，１０５万３，０００円をお願いするものでございます。増額の主な要因

でございますけれども、消防救急無線デジタル化整備における工事負担金や消防本部指令センター

建設に係る経費によるものでございます。給与費につきましては、職員２０名分の人件費でござい

ます。一般管理費では、消防本部の業務遂行に必要な経費と、新規採用職員の貸与品などが入って

おります。 

  次に、６０ページの職員研修費について、職員の資質向上を図るための消防学校への入校、救急

救命士の養成及び病院研修等、全ての職員研修に関するものにつきましては、本部費として一括計
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上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

  ６１ページの消防救急無線デジタル化整備費につきましては、長野市を事業主体として東北信全

体 で 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま し て 、 ２ ５ 年 度 は 無 線 整 備 の 工 事 負 担 金

１億７，３９６万３，０００円をお願いするものでございます。 

  また、６２ページの消防施設整備事業費でございますけれども、通信指令体制構築のため佐久消

防署の建設にあわせまして、消防本部に指令センターを整備するための建設費負担金

１億２，８５８万１，０００円、また積立金といたしまして１億５，０００万円を計上いたしまし

た。 

  次に、６２ページから款２消防署費でございます。前年度比２．４％減の総額

１９億５，２９６万１，０００円をお願いしようとするものでございます。 

  項１小諸消防署費から順次御説明申し上げます。 

  小諸消防署では、職員３４名分の給与費、一般管理費といたしまして、各消防署費と同様でござ

いますが、消防業務を遂行する中での消耗品や電話料、さらには事務機器の借り上げ料、消防機器

の保守委託料でございます。 

  ６６ページの車両整備費につきましては、平成９年に購入いたしました指令車の更新費用を計上

しようとするものでございます。 

  次に、佐久消防署でございますが、職員３７名分の給与費及び手当等の給与費や、一般管理費に

つきましては、消防業務遂行上の指令台保守委託料など、経常的な経費をお願いし、７０ページの

車両整備費につきましては、平成１０年に購入いたしました高規格救急車の更新をお願いするもの

でございます。 

  次に、軽井沢消防署でございますが、職員３３名の給与費の経常的経費に加えまして、一般管理

費では、７３ページになりますが、備品購入費では大型油圧救助器具の更新をするための経費を計

上いたしました。車両整備費につきましては、平成１１年に配備しました査察車の更新をお願いす

るものでございます。 

  次に、７４ページ、北部消防署費でございます。職員２７名分の給与費のほか、一般管理費では、

消防業務遂行に伴う無線電話施設や消防救急機器等の保守委託料に加えまして、７７ページになり

ますが、庁舎整備事業費では、北部消防署庁舎建設工事費を計上したものでございます。 

  次に、７８ページの川西消防署費でございますが、２７名分の給与費及び手当等の経費のほかに、

一般管理費としまして、消防業務遂行上必要な機器の保守委託料に加えまして、８１ページの車両

整備費では、平成９年に配備いたしました水槽付消防ポンプ自動車を更新するための経費を計上し

たものでございます。 

  次に、８２ページ、南部消防署費でございますが、こちらも職員３４名分の給与費のほか、消防

業務遂行のための経費を計上いたしました。 
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  ８５ページの車両整備費では、平成８年に購入いたしました水槽付ポンプ自動車の更新をお願い

するものでございます。 

  次に、御代田消防署費でございます。職員２１名分の給与費のほか、一般管理費として消防業務

遂行上必要な消防資機材の保守管理等を計上したものでございます。 

  次に、９０ページの款３公債費でございますが、こちらにつきましては、小諸消防署の非常用電

源設置工事の際、借り入れました起債償還金と、救急無線デジタル化整備に伴う起債の償還利子分

及び一時借入金の償還利子分の合計１９８万６，０００円を計上するものでございます。 

  次に、款４予備費につきましては、緊急時に対応するため、前年度と同額の３００万円をお願い

しようとするものでございます。 

  以上、当初予算の主な事業内容等につきまして、御説明申し上げましたが、９１ページには、各

市町村の分担金算出表に記載し、９２ページ以降につきましては、消防職員の給与費明細書を記載

してございます。 

  以上、平成２５年度佐久広域消防特別会計予算の概要につきまして、御説明申し上げました。よ

ろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１０号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算に

ついて、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算につ

きまして、御説明申し上げます。 

  予算書の１０３ページをお願いいたします。 

  本案は、平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算の総額を、歳入歳出決それぞれ

２億３，９６０万円と定めるものでございます。前年度と比較いたしますと、金額で１６０万円、

率で０．７％減とする減額予算となっております。 

  内容につきまして、１０６ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。 

  １０８ページをお願いいたします。 

  初めに、歳入より申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金では、本年度予算額を

１億７，１１８万６，０００円とし、前年度と比較いたしますと、金額で１２６万円の増、率では

０．７％の増となりました。 

  説明欄に記載がございますとおり、事務費及び生活費の措置費負担金並びに短期宿泊事業におけ
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る市町村負担金の内容となるものでございます。 

  次に、款２サービス収入、項１介護給付費収入、目１居宅介護サービス費収入は、本年度予算額

を４，０６９万１，０００円とし、前年度比では５１万８，０００円、１．３％の増額予算となっ

ております。これは訪問介護対象者の介護度が高くなったことによる増額となっているものでござ

います。 

  目２の居宅介護サービス計画費収入は、本年度予算額を３９０万円とし、前年度と同額を計上す

るものでございます。 

  次に、項２自己負担金収入、目１居宅介護サービス自己負担金収入における本年度予算額は、

４５１万８，０００円、前年度比２０万１，０００円、率で４．７％の増額としてございます。訪

問介護利用者には、保険給付額の１割を負担していただくものでございますが、利用者の介護度が

高くなったことなどによる増額でございます。 

  次に、１０９ページの款３県支出金１０万３，０００円は、産休代替職員に対する社会福祉施設

代替職員雇用事業による県の補助金でございます。 

  款４財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金は、財政調整基金の運用利子収入を見込

んでの口開けとしてございます。 

  款５寄附金は、寄附金を見込んでの口開け。 

  款６繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金は、本年度予算額を１，７２０万円といたしました。

この繰入金は、養護老人ホームの運営に当たり、サービス収入の入金が２カ月ほどおくれることか

ら、施設の運営資金として財政調整基金から一旦借り入れを行うものでございます。 

  １１０ページをお願いいたします。 

  款７繰越金１００万円は、前年度繰越金。 

  款８諸収入、項１受託事業収入、目１受託事業収入は、関係市町村から依頼があった際の認定調

査における受託事業の収入。項２雑入、目１雑入の９９万８，０００円は、職員の食費、あるいは

自動販売機の取扱手数料などを見込むものでございます。歳入につきましては、以上でございます。 

  続きまして、１１１ページからの歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費は、本年度予算額を１億２３２万６，０００円計

上いたしました。前年度との比較では率で３％、３１４万７，０００円の減額予算となっておりま

す。総務費の主な内容を申し上げますと、職員給与費、あるいは臨時職員賃金等の義務的経費、ま

た１１２ページ、１１節需用費における燃料費や修繕料のほか、１３節委託料における診療業務委

託料等によるものでございます。 

  次に、１１５ページをお願いいたします。 

  目２施設費は、前年度比０．９％増の７，９８７万４，０００円を予算計上いたしました。これ

は燃料費や光熱水費を初め、給食調理業務委託料等養護老人ホーム運営費の所要額でございます。
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また、１１６ページの節２０扶助費では、入院患者の日用品費等の所要額を計上いたしました。 

  次に、目３訪問介護事業費は、本年度予算額を４，７８４万４，０００円とし、前年度比では

１．６％、７７万円の増額としております。この事業は、訪問介護事業における経費であり、職員

給与費及び臨時職員賃金のほか、１１７ページに記載がございますように、介護保険システム使用

料等の所要額を盛ったものでございます。 

  次の目４居宅支援事業費には８５５万６，０００円を計上いたしました。これは介護サービス計

画作成に係る職員の給与費や共済費、あるいは介護保険システム使用料等の所要額でございます。 

  次に、１１８ページ下段にございます款２予備費１００万円は、前年度と同額の計上でございま

す。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１１号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計に

ついて、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計予算

につきまして、御説明申し上げます。 

  予算書の１３０ページをお願いいたします。 

  本案は、平成２５年度佐久広域連合における特別養護老人ホーム、勝間園、美ノ輪荘、豊昇園、

塩名田苑、以上の４施設にかかわる特別会計予算でございます。第１条で歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ９億３，４３０万円と定めるものでございます。また、第２条では、人件費に係

る予算額に過不足が生じた場合の歳出予算の流用につきまして、あらかじめお認めをお願いするも

のでございます。 

  それでは、内容につきまして、１３３ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により申し上げま

す。 

  １３５ページをお願いいたします。初めに、歳入を申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入、目１施設介護サービス費収入は、本年度予算額を

６億５，７６０万４，０００円の予算計上を行うものであり、前年度比５万２，０００円の増額で

あり、介護施設４施設における施設介護サービス収入でございます。 

  次の目２居宅介護サービス費収入は、前年度比で７１６万９，０００円、率で１５．７％の減と

する３，８４０万８，０００円を計上いたしました。４施設における短期入所者の生活介護費収入

でございます。 
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  次に、項２自己負担金収入、目１施設介護サービス自己負担金収入は、本年度予算額として

１億１，７８３万５，０００円を計上いたしました。前年度比で４０３万５，０００円、３．５％

増となったものでございます。 

  次の目２居宅介護サービス自己負担金収入は、前年度比で１５５万４，０００円、１６．８％減

の７６９万円の計上でございます。 

  １３６ページをお願いいたします。 

  款２財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金４，０００円は、基金運用利子収入を見

込んでの口開けでございます。 

  款３寄附金も同様に口開けでございます。 

  次に、１３７ページの款４繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金２，１７１万７，０００円

は、塩名田苑の起債償還に充当するため、一般会計からの繰入金であり、目２基金繰入金は、前年

度比１，１８０万円増の８，１４０万円を計上いたしました。これは、年度当初におけるサービス

収入が２カ月おくれることから、施設の運営資金及び施設改修事業費の財源として、各財政調整基

金からの繰り入れを行うものでございます。 

  款５繰越金４００万円は、前年度と同額を見込んだものであり、款６諸収入、項１受託事業収入

８，０００円は、各施設とも市町村からの認定調査における受託事業収入を計上いたしました。 

  １３８ページ、項２雑入では、当初予算額を５６３万円とし、４施設における職員食費、あるい

は施設入所者の預金通帳管理を入所者本人から委託されて行っております、その利用者預かり金の

管理費等の雑入でございます。 

  続きまして、１４０ページからの歳出について御説明を申し上げます。 

  各施設とも職員給与費や共済費、臨時職員賃金、あるいは給食調理業務委託料等の施設運営費の

ほか、施設内改修費、車椅子の購入費等を予定するものであり、施設備品等の充実を図る中で入所

者の安全・安心、また居住環境に対応するための所要額を計上するものでございます。 

  次に、項１勝間園社会福祉施設費は、前年度比０．８％、２２０万円増の２億６，１４０万円を

計上いたしました。施設運営経費のほか、車椅子、あるいはポータブルトイレ等の購入費等に充て

るものでございます。 

  次に、１４５ページ、項２美ノ輪荘社会福祉施設費では、前年度比で８２０万円、４％増の

２億１，４８０万円を計上いたしました。施設運営経費のほか、リハビリ用テーブル、車椅子、あ

るいはマットレス等の購入費に充てるものでございます。 

  次に、１５０ページの項３豊昇園社会福祉施設費では、前年度比６．５％、１，３９０万円増と

なる２億２，６２０万円を計上いたしました。施設運営における通常経費のほか、サービス棟廊下

の改修工事や調理台、車椅子、あるいはマットレス等の購入を予定するものでございます。 

  次に、１５５ページから記載のございます、項４塩名田苑社会福祉施設費は、前年度比で
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１，７３０万円、７．７％減の２億６１８万３，０００円といたしました。施設運営通常経費のほ

か、食事用テーブル、浴室ストレッチャー等の購入費に予算を充てるものでございます。 

  また、１６０ページの款２公債費は、塩名田苑の起債償還に要する元利償還金の計上であります。 

  款３予備費４００万円は、前年度と同額の計上でございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１２号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算について、

説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算につきまし

て、御説明を申し上げます。 

  予算書の１７３ページをお願いいたします。 

  本案は、第１条で平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ

２億２，３７０万円と定めるものでございます。 

  主な内容につきましては、１７６ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により御説明を申し上

げます。 

  １７８ページをお願いいたします。初めに、歳入について申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金は、本年度予算額を

１億９，２７９万５，０００円の計上といたしました。県及び市からの事務費、保護費負担金及び

自己負担金でございます。 

  続きまして、款２県支出金、項１県補助金、目１民生費県補助金８万８，０００円は、産休代替

職員雇用事業補助金としての歳入。 

  款３財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金１，０００円は、財政調整基金運用利子

収入を見込んでの口開け。 

  １７９ページ款４寄附金も同様に口開け。 

  款５繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金２，９２０万円は、施設の運営資金として財政調整基

金からの繰り入れを行うものでございます。 

  款６繰越金１００万円は、前年度繰越金。 

  款７諸収入６１万５，０００円は、職員食費などの雑入の計上。歳入は以上でございます。 

  続きまして、１８１ページからの歳出について申し上げます。 

  款 １ 民 生 費 、 項 １ 社 会 福 祉 施 設 費 、 目 １ 総 務 費 で は 、 本 年 度 予 算 額 は
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１億４，３００万７，０００円を計上いたしました。前年度比較で申し上げますと、金額で

１，７７０万７，０００円、率で１１％の減額となっております。 

  事業内容でございますが、職員給与費、臨時職員賃金等の義務的経費のほか、１８２ページの診

察業務委託料や管理宿直業務委託料等として予算を執行するものでございます。 

  次に、１８４ページ、目２施設費は、前年度比４６８万４，０００円、６．２％減の

７，１５９万９，０００円の計上でございます。救護施設における給食調理業務委託料や、入所者

の生活扶助費のほか、マットレス、洗濯機の購入等施設運営に係る所要額を計上いたしました。 

  １８６ページ、款２公債費、項１公債費、目１元金８０４万２，０００円及び目２利子

５万２，０００円は、平成２２年度に実施いたしましたスプリンクラーの設備設置事業に係る元利

償還金でございます。 

  款３予備費は１００万円を計上してございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１３号の説明 

○議長（清水清利君） 次に、議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算

について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算に

つきまして、御説明申し上げます。 

  予算書の１９９ページをお願いいたします。 

  本案は、平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ

１億３，２１０万円と定めるものでございます。 

  内容につきましては、２０２ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により御説明をさせていた

だきます。 

  ２０４ページをお願いいたします。初めに、歳入について申し上げます。 

  款１使用料及び手数料、項１使用料、目１衛生使用料は、前年度比では金額で

１，６４９万８，０００円の減、率で２９．６％減の３，９２８万円を見込むものでございます。

これは、年間処理頭数を豚換算で前年度比で１万３，５００頭減の３万１，５００頭との見通しに

よるものでございます。 

  次に、款２財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入は、３０３万円を計上いたしました。

これは、協同組合信州ミートパッカーに対する土地貸付料を見込んだものでございます。 

  款３繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金は、前年度比７４１万３，０００円、９．１％増
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の８，９１９万４，０００円を計上いたしました。これは、起債償還分の繰入金として

２，８３１万３，０００円、及び施設運営費に要する繰入金として６，０８８万１，０００円を見

込んだものでございます。 

  次に、２０５ページの款４繰越金は、前年度と同額の３０万円。 

  次に、款５諸収入２９万６，０００円は、電柱等敷地貸付料でございます。 

  続きまして、２０６ページからの歳出について申し上げます。 

  款１衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生費は、前年度比８７９万９，０００円、７．８％減

の１億３４８万７，０００円を計上いたしました。主な内容でございますが、職員給与費、共済費

等の義務的経費のほか、２０７ページの１３節食肉流通センター業務委託料、また１５節の浄化槽

汚泥脱水機改修工事費、また温水ボイラー交換工事費等によるものでございます。 

  次に、２０８ページの款２公債費２，５１９万９，０００円は、平成１１年度から平成１３年度

に実施したＨＡＣＣＰ対応による大型動物解体ライン改修工事等における起債の元利償還金であり、

款３予備費３０万円は、前年度と同額の計上でございます。 

  食肉流通センターを取り巻く情勢は、景気低迷による消費の落ち込みや養豚農家の減少等、大変

厳しい状況が続いている現状がございます。このたび策定いたしました、中長期経営計画の適切な

推進、実行に努め、安全・安心な食肉の安定供給に向け、努力をしてまいる所存でございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（清水清利君） これをもって、全議案に対する説明は終結いたしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第７ 一般質問 

○議長（清水清利君） 日程第７ 一般質問でございますが、通告がございませんので、次に進みま

す。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第８ 議案の質疑 

○議長（清水清利君） 日程第８ これより議案の質疑を行います。 

  初めに、議案第１号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第１号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）についての質疑を行
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います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第２号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）についての質疑を行

います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）について

の質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第４号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）につ

いての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第５号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第３号）についての質疑

を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって、議案第６号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第３号）につい

ての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第７号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算についての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第８号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第９号 平成２５年度佐久広域消防特別会計予算についての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第９号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算についての質疑を行い

ます。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第１０号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計予算についての質疑を

行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって、議案第１１号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算についての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第１２号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算についての質疑を行

います。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第１３号の質疑を終結いたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第９ 議案の委員会付託 

○議長（清水清利君） 日程第９ 議案の委員会付託を行います。 

  付託委員会につきましては、議会運営委員会で御協議願っておりますので、議案付託表のとおり

付託したいと思いますが、これに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、所管常任委員会に付託することに決しました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（清水清利君） ここで、委員会審査のため休憩いたします。再開は、委員会審査終了次第と

いたします。 

  暫時休憩いたします。 

                                   （午後 ２時４７分） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（清水清利君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                   （午後 ４時５５分） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第１０ 付託議案の委員長報告 
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○議長（清水清利君） 日程第１０ 付託議案の委員長報告を行います。 

  初めに、総務委員会に付託した議案について、総務委員長から報告願います。 

  総務委員会委員長 有坂君。 

                〔総務委員長 有坂 章君登壇〕 

○総務委員長（有坂 章君） 総務委員長報告を申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託になりました案件について、審査の結果を御報告申し上げます。 

  議案第１号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、当委員会は原案可決とするものと決しました。 

  議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）について中、歳入全部と歳

出の款２総務費、款６公債費であります。当委員会は原案可決するものと決しました。 

  議案第３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）について、当委員会は原案

可決するものと決しました。 

  議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算について中、歳入全部と歳出の款１議会費、

款２総務費、款６予備費であります。当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第９号 平成２５年度佐久広域消防特別会計予算について、当委員会は原案どおり可決する

ものと決しました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（清水清利君） 議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第８号、議案第９号の５件を、

一括議題として、これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔総務委員長 有坂 章君降壇〕 

  なお、議案第２号、議案第８号につきましては、各常任委員会委員長報告終了後、討論、採決い

たしますので、御承知願います。 

  これより議案第１号、議案第３号、議案第９号について、討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第１号 佐久広域連合老人ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを採決いたします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 
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  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第３号）についてを採決いた

します。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第９号 平成２５年度佐久広域消防特別会計予算についてを採決いたします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、経済建設保健衛生委員会に付託した議案について、経済建設保健衛生委員長から報告願い

ます。 

  経済建設保健衛生委員会委員長 内堀君。 

                〔経済建設保健衛生委員長 内堀恵人君登壇〕 

○経済建設保健衛生委員長（内堀恵人君） 委員長報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託になりました案件について、審査の結果を御報告申し上げま

す。 

  議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）について中、歳出４款衛生

費について、当委員会は原案可決するものと決しました。 

  議案第７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第３号）について、当

委員会は原案可決するものと決しました。 

  議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算について中、歳出４款衛生費について、当

委員会は原案可決するものと決しました。 

  議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算について、当委員会は原案

可決するものと決しましたが、処理頭数の減少により、食肉流通センター事業に影響が生じている

ことから、昨年１２月に議会議長から、再建に向けた中長期経営計画を平成２５年第１回定例議会
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までを目途に提示するように申し入れを行い、２３日開催した議会全員協議会において報告があり

ました。 

  その中で、中長期的な経営改善として、稼働日数を２００日にし、光熱水費当の節減を図ること、

また、使用料の見直しを早急に行うことなど、具体的な経営計画が示されました。 

  議会としては、食肉流通センターの事業が雇用の確保に大きく寄与していること、また、蓼科牛

のブランド確立等、地域の畜産業の振興に大きく寄与していることなどを踏まえ、中長期経営計画

の説明を伺いましたが、中長期と言わず、すぐにでも経営が改善される対策を行っていただきたい

ことを強く要望し、委員長報告といたします。 

○議長（清水清利君） 議案第２号、議案第７号、議案第８号、議案第１３号の４件を一括議題とし

て、これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔経済建設保健衛生委員長 内堀恵人君降壇〕 

  これより議案第７号、議案第１３号について、討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第７号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第３号）についてを採

決いたします。 

  経済建設保健衛生委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第１３号 平成２５年度佐久広域食肉流通センター特別会計予算についてを採決いた

します。 

  経済建設保健衛生委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１３号は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり可決されました。 
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  次に、社会文教委員会に付託した議案について、社会文教委員長から報告願います。 

  社会文教委員会委員長 柳澤君。 

                〔社会文教委員長 柳澤重也君登壇〕 

○社会文教委員長（柳澤重也君） 社会文教委員長報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託となりました案件について、審査の結果を御報告申し上げま

す。 

  議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）について中、歳出款３民生

費、款５教育費について、当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）について、当委

員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）について、

当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第３号）について、当委員会は

原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算について中、歳出款３民生費、款５教育費

について、当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算について、当委員会は原案ど

おり可決するものと決しました。 

  議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計予算について、当委員会は原

案どおり可決するものと決しました。 

  議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算について、当委員会は原案どおり可

決するものと決しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（清水清利君） 議案第２号、議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第８号、議案第

１０号、議案第１１号、議案第１２号の８件を一括議題として、これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔社会文教委員長 柳澤重也君降壇〕 

  これより議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号に

ついて、討論に入ります。 

  討論はございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第４号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）についてを採決

いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第５号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）につ

いてを採決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第６号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第３号）についてを採決

いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第１０号 平成２５年度佐久広域養護老人ホーム特別会計予算についてを採決いたし

ます。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１０号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第１１号 平成２５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計予算についてを採決い

たします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 
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  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１１号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第１２号 平成２５年度佐久広域救護施設特別会計予算についてを採決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１２号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  これより議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）についての討論に

入ります。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第２号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第４号）についてを採決いたします。 

  各常任委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、各常任委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、各常任委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算についての討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第８号 平成２５年度佐久広域連合一般会計予算についてを採決いたします。 

  各常任委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、各常任委員長報告のとおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は、各常任委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第１１ 議案第１４号・議案第１５号 
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○議長（清水清利君） 日程第１１ 議案第１４号、議案第１５号を上程いたします。 

  初めに、議案第１４号 佐久広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、説明

を求めます。 

  ２番、柳沢君。 

                〔２番 柳沢乃ぶ子君登壇〕 

○２番（柳沢乃ぶ子君） 議案第１４号 佐久広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついて、私から説明いたします。 

  これは、以前の地方自治法の改正に伴い、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が議会に

議案を提出できるとされたこと、また、昨年９月に公布された地方自治法の一部を改正する法律に

より、議会及び長による適切な権限の行使と、住民自治のさらなる充実を図るため、本会議におけ

る公聴会の開催及び参考人の招致をすることができるとされたことから、所要の改正を行おうとす

るものであります。 

  なお、詳細につきましては、議案書のとおりであります。 

  以上、議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきま

す。 

○議長（清水清利君） 次に、議案第１５号 佐久広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定について、説明を求めます。 

  ２番、柳沢君。 

                〔２番 柳沢乃ぶ子君登壇〕 

○２番（柳沢乃ぶ子君） 議案第１５号 佐久広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定

について、私から説明いたします。 

  これは、昨年９月に公布された地方自治法の一部を改正する法律により、議会及び長による適切

な権限の行使と、住民自治のさらなる充実を図るため、委員会に関する規定を簡素化し、委員の選

任方法、在任期間等が条例に委任されたことから、所要の改正を行おうとするものであります。 

  なお、詳細につきましては、議案書のとおりであります。 

  以上、議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきま

す。 

○議長（清水清利君） これより、議案の質疑に入ります。 

  初めに、議案第１４号 佐久広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定についての質疑

を行います。 

  順次発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって、議案第１４号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第１５号 佐久広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についての質疑

を行います。 

  順次発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第１５号の質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第１４号、議案第１５号につきましては、会議規則第３７条

第２項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１４号、議案第１５号については、委員会の付託を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  議案第１４号、議案第１５号は討論を省略し、ここで採決したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

  初めに、議案第１４号 佐久広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定については、原

案どおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１４号は、原案どおり可決されました。 

  次に、議案第１５号 佐久広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については、原

案どおり決するに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号は、原案どおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎継続審査議決 

○議長（清水清利君） 次に、各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の継続審査並び

に調査の申し出があります。 
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  お諮りいたします。 

  各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することに、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（清水清利君） 御異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の継続審査並びに調査に付することに決しました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎退任副連合長あいさつ 

○議長（清水清利君） ここで、平成２５年５月をもって勇退されます井出副連合長から御挨拶がご

ざいますので、お聞き取りください。 

○副連合長（井出玄明君） ただいま、御紹介いただきましたけれども、北相木村長の井出と申しま

す。私も佐久広域には長い間、お世話になりまして、今回副連合長につきましては８年間、２期

８年間お世話になりました。皆様方の御協力を得まして、自分の仕事を全うすることができました。

今回卒業することになりましたので、挨拶ということであります。本当にありがとうございました。 

  最後になりますけれども、佐久広域連合のますますの御発展と、御参加の皆様方の御健勝と御多

幸を祈念申し上げまして、大変失礼ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。本当に

ありがとうございました。 

○議長（清水清利君） 井出副連合長におかれましては、８年の長きにわたり、佐久圏域の発展のた

め、多大な貢献をいただきました。これまでの御尽力に対しまして、衷心より敬意を申し上げます

とともに、御健勝と御多幸を御祈念申し上げます。本当に長い間、ありがとうございました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（清水清利君） ここで、事務局長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） お時間をいただきまして、平成２４年度予算の専決処分について、お願

いを申し上げるものでございます。 

  この３月２９日付をもちまして平成２４年度佐久広域連合一般会計ほか、五つの特別会計予算が

確定いたすところでございます。したがいまして、確定予算の処理方法につきましては、例年のと

おり、専決処分をさせていただき、次回の議会におきまして御報告をさせていただくということで、

あらかじめ御了解を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（清水清利君） さよう、御承知願います。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程１２ 閉会宣告 
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○議長（清水清利君） 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

  これをもって、平成２５年佐久広域連合議会第１回定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

                                   （午後 ５時２８分） 
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